
　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 457690 橿原中町簡易郵便局 ○ 奈良県橿原市中町２００－２８ - ○ ○ ○ ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 218340 豊丘簡易郵便局 ○ 愛知県知多郡南知多町豊丘向海戸５ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 248780 久瀬小津簡易郵便局 ○ 岐阜県揖斐郡揖斐川町小津３０６７ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 327330 加積簡易郵便局 ○ 富山県魚津市吉島１３５２ - ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 327330 加積簡易郵便局 ○ 富山県魚津市吉島１３３２－１ - ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 477530 和歌山栄谷簡易郵便局 ○ 和歌山県和歌山市栄谷６３９ - ○ ○ × ○ ○

変更後 営業所 477530 和歌山栄谷簡易郵便局 ○ 和歌山県和歌山市栄谷６３９－３ - ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 527380 田中簡易郵便局 ○ 鳥取県西伯郡大山町田中６２８－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 527960 三朝山田簡易郵便局 ○ 鳥取県東伯郡三朝町山田７６８－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 527960 三朝山田簡易郵便局 ○ 鳥取県東伯郡三朝町山田７６８－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 537700 安田簡易郵便局 ○ 島根県安来市伯太町安田中１２８－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 547440 笠岡今立簡易郵便局 ○ 岡山県笠岡市今立２６０７－４ - ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 718130 吉野簡易郵便局 ○ 熊本県熊本市南区城南町今吉野５４８ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 契約解除

H26.10.1 業務変更

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 住居表示変更

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 住居表示変更

H26.9.30 契約解除

H26.10.1 契約解除

別紙



　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 718540 海士江簡易郵便局 ○ 熊本県八代市上野町３５９８－２ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 727910 下簡易郵便局 ○ 大分県杵築市山香町下２６４４－２ ○ ○ ○ × ○ ○

変更前 営業所 737200 永久津簡易郵便局 ○ 宮崎県小林市北西方４５２１ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 748240 乙植木簡易郵便局 ○ 福岡県糟屋郡須惠町植木１７４７－１ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 827560 那倉簡易郵便局 ○ 福島県東白川郡塙町那倉日向１１０ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 827560 那倉簡易郵便局 ○ 福島県東白川郡塙町那倉日向１１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 857680 中渡簡易郵便局 ○ 山形県最上郡鮭川村中渡５７６－１ ○ ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 857890 高壇簡易郵便局 ○ 山形県新庄市十日町９２２－４ - ○ ○ × ○ ○

変更後 郵便局 857890 高壇簡易郵便局 ○ 山形県新庄市十日町９２２－４ - ○ ○ ○ ○ ○

変更前 営業所 947490 函館大学内簡易郵便局 ○ 北海道函館市高丘町５１－１ - ○ ○ × ○ ○

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 971740 日ノ出郵便局 - 北海道旭川市東旭川町日ノ出２７３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 971740 旭山動物園前郵便局 - 北海道旭川市東旭川町日ノ出２７３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 005430 足立花畑五郵便局 - 東京都足立区花畑５－１４－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 005430 足立花畑五郵便局 - 東京都足立区花畑５－１２－８２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

H26.10.1 業務変更

H26.10.1 契約解除

H26.10.1 業務変更

H26.10.1 契約解除

H26.10.1 契約解除

H26.10.1 契約解除

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 契約締結

H26.10.1 改称

H26.10.6 移転



　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 郵便局 551230 沖家室郵便局 - 山口県大島郡周防大島町沖家室島６４２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 551230 沖家室郵便局 - 山口県大島郡周防大島町沖家室島５３５－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 553120 地家室郵便局 - 山口県大島郡周防大島町地家室８３０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 062910 西豊田郵便局 - 茨城県結城郡八千代町沼森３４２－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 062910 西豊田郵便局 - 茨城県結城郡八千代町沼森４９２－１１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 111900 長野中御所郵便局 - 長野県長野市中御所２－８－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 111900 長野中御所郵便局 - 長野県長野市中御所２－８－１０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 234830 静岡羽高郵便局 - 静岡県静岡市葵区北１－８－３１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 234830 静岡羽高郵便局 - 静岡県静岡市葵区北１－８－３０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 451250 天理親里館郵便局 - 奈良県天理市三島町４２９－１－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 451250 天理親里館郵便局 - 奈良県天理市三島町５６３－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 541200 呼松郵便局 - 岡山県倉敷市呼松２－９－２３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 541200 倉敷福田郵便局 - 岡山県倉敷市広江１－３－１８ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 710860 高橋郵便局 - 熊本県熊本市西区高橋町２－２－２２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 710860 高橋郵便局 - 熊本県熊本市西区上高橋２－７－５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 860820 大正寺郵便局 - 秋田県秋田市雄和新波樋口４１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 860820 大正寺郵便局 - 秋田県秋田市雄和新波竹ノ花３７－３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 997400 北見花園簡易郵便局 ○ 北海道北見市花園町３４－３２ - ○ ○ ○ ○ ○

変更後 郵便局 997400 北見花園簡易郵便局 ○ 北海道北見市花園町３４－１８ - ○ ○ ○ ○ ○

H26.10.14 移転

現位置から南東へ約200m
移転。土地区画整理事業
施行区域内での移転のた
め、従前の所在地表記を
用いるもの。新たな住居
表示は、別途付定。

H26.10.14

H26.10.14 移転

H26.10.14 移転・改称

移転

H26.10.14 移転

H26.10.14 移転

H26.10.14 移転

廃止H26.10.6

H26.10.14 移転

H26.10.6 移転



　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 郵便局 403380 彩都西郵便局 - 大阪府茨木市彩都やまぶき１－２－２３ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 700840 屋富祖郵便局 - 沖縄県浦添市屋富祖２－３－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 700840 屋富祖郵便局 - 沖縄県浦添市宮城６－１－２０ - ○ ○ ○ ○ ○ -

H26.10.27 移転

H26.10.27 新設

　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は「関連保険
会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。

　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。

　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。


